
公民権運動とポール・マッ力卜ニー（弁護士　伊藤　明生）
弁護士　伊藤　明生

元ビートルズのポール・マッカトニーが昨年11月に来日しました。
友人のお陰で、ティケットを手に入れることが出来、東京ドームに行きました。
この時の感想は別の機会にし、今回は、その時、演奏した「ブラック・バード」について、書かせて頂きます。

私が所属するバンド「零」で、この曲を練習しているのですが、ポールは、東京ドームで、アメリカでの公民権運動のことを話し、この曲
を演奏しました。

公民権運動とは、1950年代から1960年代にかけてアフリカ系アメリカ人が公民権の適用と人種差別の解消を求めて行った大衆運動
です。
この運動の中で、1963年、マーティン・ルーサー・キング牧師らの呼びかけに応じて、人種差別や人種隔離の撤廃を求める20万人以
上の人達が集まって、ワシントンD・Cにおける「ワシントン大行進」が展開されました。
この時、キング牧師がワシントン記念塔広場で、あの有名な「I　Have　a　Dream」の演説を行ったのです。そして、1964
年7月2日に公民権法が制定されました。

今、日本の政治は、ひどいことになっています。安倍政権は、今後、更に日本を「戦争をする国」にしようとするでしょう。国民間の格差
をもっと広げようとするでしょう。
しかし、これを許すことはできません。公民権運動のように、運動を広げ、憲法を守りましょう。
私は、その思いが実現して、ブラック・バードを演奏する夢を持っています。

雇用破壊の強行（弁護士　猪股　正）
弁護士　猪股　正
　
12月13日、日弁連主催で「労働法制の規制緩和と貧困問題を考える市民大集会」が開催された。
寒空の中、日比谷野外音楽堂に2000人を超える市民が集まった。
連合、全労連、全労協などの労働組合が、労働運動の潮流を越えて幅広く結集するというかつてない集会となった。

政府は、成長戦略の名の下に、大がかりな規制緩和を進めようとしており、労働法制はかつてないほどの重大な危機を迎えている。
金さえ払えば自由に解雇ができる解雇の金銭解決制度、解雇をしやすくするための限定正社員制度、労働時間と休日の規制をはずし使用者
は残業させ放題で割増賃金も払わなくてよいというホワイトカラー・エグゼンプション、派遣を臨時的・一時的業務に限定するという原則
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を大転換し、あらゆる業務において派遣を永続的に使用できる方向での派遣法の大改悪。
このような規制緩和が強行されれば、派遣を始めとする非正規雇用が一層増加して正社員は減少する。
不安定・低賃金労働がさらに拡大し、貧困と格差が一層深刻化することは明らかだ。

今回の集会の司会として日比谷野音の壇上に立ち、登壇者の発言を聞きながら、そびえ立つ官庁を見上げ、5年前の記憶が駆け巡った。
日比谷の年越し派遣村、仕事と住まいを失ったたくさんの人たち、公園の中に張られたテント、相談のテントに泊まりこんだ日々、開放さ
れた厚生労働省の講堂に入っていく人たち、視察に来て「派遣法抜本改正」を口々に訴えた政治家たち。

「成長」とは誰のためのものか。
私たちは学んだはずだ。
市民の力で、政治の横暴、強行を食い止めたい。

原子力の危険性（弁護士　宮澤　洋夫）
弁護士　宮澤　洋夫

1945年広島・長崎への原爆投下により戦争は終結したが、広島・長崎は廃嘘と化し数10万人を死亡させ、30数万人を被爆させた。

1978年核兵器廃絶を目的とするNGO国際軍縮会議に出席した際被爆者谷口稜輝氏が乞われた背中一面のケロイド傷痕の公開に失神者
が出たことを記憶している。

1954年ビキニ環礁の米国水爆実験による第5福竜丸の被曝汚染により核兵器反対の運動は高まった。

これに対応して翌1955年米国は原子力平和利用の協定の申し入れと共に軽水炉の輸出を提案してきた。
これを受けて日本政府は原子力の平和利用に踏み切り、石炭石油に代わるクリーン・エネルギー源として原子力発電に着手した。

軽水炉は未完成技術であるにも拘わらず多重防護により安全であるとし、さらに核燃料サイクルは廃棄物の処理処分技術が未確立で安全性・
経済性に欠陥があるにも拘わらず、産官協力により安全であるとして全国の発電所に100万トン級の大型原子炉を設置した。

地元住民はこれを危惧して反対し、訴訟を提起したが産官一体の推進体制の下敗訴となっているが、福島原発は地震を契機に大事故となり、
2万人に及ぶ死者行方不明者を出し、周辺住民は長期に亘り避難生活を余儀なくされている。

原発の事故は続いており危険性は除去されていない。
廃炉は時期の問題である。

福島原発訴訟に参加し、産官共同体制を打破して勝訴できなかった悔を残しているが、改めて原子力の危険性を認識した。
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憲法学習会（弁護士　谷川　生子）
弁護士　谷川　生子

昨年３月以降、何度か憲法学習会の講師を務めました。
話の中身は主催者の要望になるべく沿うようにしていますが、共通してお話ししているのは、憲法が国家権力に縛りをかけるものだという
ことです（立憲主義）。

若い世代の参加者から、そんなふうに考えたことはなかった、勉強になった、という感想を頂くと、嬉しく思うと同時に最高法規である憲
法の理念が人々にあまり浸透していないことを感じます。
そう言うと、日々の暮らしに精一杯で憲法のことなんか考える暇はないよ、と言われてしまいそうです。確かにそうかもしれません。
なるべく国民に考える暇を与えない、考える材料を与えない、それが為政者の常套手段です。

ですが、忙しい日常の中で、ふと政府のやり方に疑問を持ったり、なんだか不公平だと感じたとき、忘れず誰かに伝える、それを繰り返す
ことだけでも憲法を守ることにつながります。

この一年、憲法を守るための様々な取り組みが予想されます。
埼玉弁護士会では、これから本格的に憲法学習会の講師派遣を始めます。
そのほか、異なる分野の人々と知恵を出し合い、協力して、改憲阻止に向けた大きな流れを作ることが必要です。

また一年、どうぞよろしくお願いします。

火災保険金訴訟・最高裁へ（弁護士　髙木　太郎）
弁護士　髙木　太郎

３年前から火災保険金請求の裁判に携わっています。
工場建物に３０５０万円、什器備品に９００万円、保険会社の代理店の進めるままに保険に加入して、２０年間保険金を払い続けてきた地
方の小規模会社です。

ところが火災が起きたら、全焼なのに、火災保険会社は、「時価」で保険金を払うという法律の規定を楯に、保険金全額を支払おうとしな
いのです。
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この「時価」には仕組みがあり、特に不動産については、通常の取引価格（交換価値）では２０年も経過した建物だと値段も付かないので、
「交換価値」ではなく「使用価値」を勘案して算定するというのが学説です。
保険会社は、契約締結時には、この「使用価値」を前提に建物を高く見積もり、それを基準に高い保険料も受け取り続けているのですから
（しかも２０年も！）、支払うときもこの「使用価値」に従って、支払いをすべきなのです。

ところが、若い裁判官が担当した地裁支部の判決はおろか、東京高裁の裁判官でさえ、「使用価値」で計算した保険会社の契約当初（わず
か１年前）の建物評価を「高すぎる」と決めつけて、建物については約３８０万円、什器備品については約５０万円という保険金しか認め
ませんでした。

今年は絶対最高裁で、この非常識な判断を覆します。

昨年１１月に日本労働弁護団の幹事長に就任しました。
全国各地、地方の力を生かすとともに、３０年先を見越したワークルール教育にも取り組んで行きたいと思います。
　

むちうち症（弁護士　月岡　朗）
弁護士　月岡　朗

寒さの厳しさが増すこの時期に辛いのが、交通事故のむちうち症のお悩みです。

むちうち症については、後遺症に該当しない場合、後遺障害等級１４級に該当する場合、後遺障害等級１２級に該当する場合の３種類があ
ります。

後遺障害等級１４級のむちうち症は、後遺障害等級のなかで最も低い等級の後遺障です。
しかし、後遺障害等級１４級のむちうち症や、そもそも後遺障害等級に該当しないむちうち症が、軽い症状とはとても思えません。
むちうち症の方にお会いすると、切実に痛みを訴え、交通事故前の生活に戻りたいと思っている方ばかりです。

強い痛みを訴えるむちうち症の方から、保険会社を通じて後遺障害等級１４級の認定しかならなかった、納得できないとお聞きする相談は
多く寄せられます。
むちうち症の後遺障害等級を繰り上げるのは簡単ではありませんが、弁護士がお力になれることもあります。

本年も、保険会社を通じてむち打ちについて後遺障害等級１４級との認定を受けた方について、異議を申し立てて、後遺障害等級１２級と
認められたケースがありました。
いずれも厳しいケースと知りながら、依頼者の皆様とあきらめずに努力をした結果です。
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保険会社からの賠償金額は何倍にも増え、その後の生活の支えになったと思います。

もし、交通事故の怪我でお悩みでしたら、一度、弁護士に話してみたらいかがでしょうか。お力になれるかもしれません。

「おのれナポレオン」（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

昨年も１６本の芝居を観に行きました。
中でもおもしろかったのが、三谷幸喜作演出の「おのれナポレオン」（東京芸術劇場プレイハウス）。
主演の天海祐希が心筋梗塞で降板し、急遽、宮澤りえが代役を務めた芝居です。このニュースは、芸能ニュースだけでなく一般紙の社会面
の記事にもなりました。私は、その代役初演の５月１０日のチケットを買っていたという、とんでもない巡り合わせでした。

もともと宮澤りえは、これまでも何度か芝居を観る機会があり、とても器用かつ存在感のある好きな女優さんです。
宮澤を囲む俳優陣は、野田秀樹、内野聖陽、山本耕史、浅利陽介ら安定感のある男優ばかり。まあ、途中のトラブルなどなく終わっていく
のだろう、とは予想していました（実際そうだっただけでなく宮澤ワールドが創出されていたわけですが）。

しかし、芝居は映像と違ってナマモノそのもの。イキモノと言ってもいい。本当は何が起きるか分からないのです。
だいたい長い公演期間の中で終演間近のこの時期に来るお客さんは、芝居に見慣れている人が多いのですが、それでも観客席は固唾をのむ
空気が充満していました。
途中、野田がアドリブで「客を緊張させてんじゃねえよ。」と怒鳴って笑いを取っていましたが、ホント笑い事ではなかったです。

その感想としてはあまりに陳腐ですが、やはりプロだなぁ、と。
何がプロって、短期間に台詞や芝居のニュアンスを体得する技術もさることながら、要するに宮澤リエは、名声を獲得する前に、リスクを
とったわけです。

なにも４日間の芝居でせいぜい３０００人に賞賛されるために芝居に臨んだわけではないと思うのですが、それにしてももし失敗したら
「勇気ある挑戦」では済まされなかったと思うのです。
宮澤のみならず三谷もプロデューサーもみんな酷評されたはずです。
天海祐希の降板は抗しがたい特殊事情ですから、芝居全体を中止にしてもさほど大きなことにはなっていなかったはず。
少なくとも宮澤りえにキズがつくことはありません。すごい。でも、人を幸せにするということはそういうことかもしれません。
いたく染みいった夜でした。
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「伝説の裁判官」　吉田久大審院判事（弁護士　伊須　慎一郎）
弁護士　伊須　慎一郎

私は、２０１３年１１月１７日、生まれて初めて、劇団の舞台を観ました。劇団俳優座が新宿紀伊国屋ホールで公演した「気骨の判決」で
す。
何となく手に取ったチラシに、戦前、大政翼賛会による翼賛選挙を、選挙妨害があったとして無効にした裁判官がいたという内容で、目を
疑いました。
なぜなら、現憲法下においてすら、三権分立により内閣、国会から対等かつ独立し、法と良心に従って判断しなければならない最高裁判所
が、議員定数不均衡問題について国会に遠慮する判断を繰り返したり、最高裁・下級審を問わず、企業の利益ばかり配慮し、非正規労働者
に不利益を押し付ける不公正な判決ばかりで、裁判官に対する不信が募っていたからです。
チラシを見た瞬間、これは絶対観なければならないと、妻と一緒に新宿に出かけました。

昭和１７年の衆議院議員選挙の際、東条英機首相の下、戦争に国民を総動員するための組織「翼賛政治体制協議会」から推薦されない候補
（非推薦候補）に対する選挙妨害が全国で行われました。
それに対し、各地で選挙無効の訴訟が提起されましたが、日本全体が戦争に勝つことが一番大事だとされるなかで、昭和１８年には大審院
の他の民事部で次々と選挙有効の判決が出ました。
しかし、吉田判事は、選挙妨害があったとされる鹿児島に出張して２００人近くの証人尋問を実施しました。
吉田判事は十分な審理を尽くしたうえで、政府の圧力、特高警察の監視、裁判所内部での圧力に屈せず、他の民事部の有効判決に追随する
ことなく、法と正義に従い、昭和２０年３月に選挙無効の判断を出したのです。

吉田久判事は、こう言っています。
「わたしは死んでもいい、裁判官が事件の調べに行って殺されるのは、あたかも軍人が戦地に臨んで弾に当たって死ぬと同じ事だ、悔ゆる
ことはない。」
「私は、この判決をするにもいささかの政治理念には左右されなかった。もし、判決が時の政治理念に支えられてなされたとするならば、
その判決は不純であり、死んでいると考える。」

私は、吉田久判事、「気骨の判決」（新潮新書）の著者ＮＨＫの記者清永聡さん、そして、劇団俳優座のみなさんに、勇気を頂き感謝して
います。
吉田判事のような覚悟はできませんが、２０１４年もくじけず頑張らないといけないと決意しているところです。
今年もよろしくお願いします。
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｢いつか来た道｣を繰り返すな（弁護士　梶山　敏雄）
弁護士　梶山　敏雄

昨年１１月に原発事故などのために延び延びになっていた会津・猪苗代中学校の同級会が、群馬の温泉に３５名が集まり行われました。丁
度卒業５０年目の同級会でした。
「八重の桜」の放映などで少しは元気が出てきた福島ですが、復活には未だ途遠しです。

終戦直後に生まれた私たちが曲がりなりにもここまで平和な生活を維持し得たのは、再び暗澹たる社会に戻そうとする様々な企てに抵抗し、
闘ってきた多くの国民の力があったからこそと思います。

福島そして成立前夜の埼玉での公聴会と、私の地元が２度もアリバイ作りに利用され、自民党と公明党の無茶苦茶なやり方によって成立し
てしまった「特定秘密保護法」は、稀に見る悪法と言わざるを得ません。
その内容の酷さもさることながら、安部内閣とそれを補完する政党による、国民の意思など全く無視して強引に一連の悪法を成立させる手
法には、本当に背筋が凍る思いがします。

「国民には情報など知らせる必要はない」「反対を叫ぶ者はテロリストだ」などという考え・発言は、国民をバカ扱いし、選ばれた政治家・
官僚の考えに従えば良いのだ、という意識の現れです。

「日本を強くするためには国民は我慢をして黙っていろ」のスローガンは「いつか来た道」です。
無人島一つのために殺し合いの戦争に突き進み、国民の人権・自由も抑圧するぐらいなら、とりあえず島一つくらいあげてしまっても良い、
と私は思うのです。

中央労働時報（一般財団法人労委協会）２０１３年１０月号掲載
「解雇撤回の有効性」
弁護士　佐渡島　啓
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地位確認等請求労働審判事件
－使用者が解雇を撤回して、新たな職種への復帰を認めたが、労働者が従前の職務や労働条件と異なる職務に戻すことは解雇の撤回ではな
く、新たな雇用契約の誘因に過ぎないとして年休取得により出勤しなかったことの有効性が争われた例
（平成二五年四月三〇日申立、六月一七日第一回期日、七月二二日第二回期日・審判。さいたま地裁平成二五年（労）五七号事件）－

事案の概要
相手方（Y）は、総合警備保障業務をおこなう企業であり、警備員約四〇名、事務職員四名の従業員が在籍していた。申立人（X）は、平
成一八年四月にYと期間の定めのない雇用契約を締結し、経理部長として勤務してきた。

ところが、平成二四年五月に従前の代表者を含め経営陣が一新し、外部から新たな代表者が就任した。これをきっかけとして、Xの業務に
月次決算資料や資金繰表の作成が加わり、さらに他の従業員が担当していた警備員の管制業務も担うようになったため、労務量の過重性か
ら業務が停滞するようになった。

そこで、平成二四年七月頃、Xは新代表者に対し、警備員の管制業務を担当からはずしてほしいと申し入れたところ、新代表者はXに対し
「あなたには任せられない」などと言い、一年契約の嘱託職員とする雇用契約を提示してきた。
Xは、いったんはこれを拒否したものの、新経営陣からの雇用条件の提示を拒否したら旧経営陣からの従業員である自分は解雇されるので
はないかと危惧し、やむなく嘱託職員として雇用契約を受け入れた。

その後、Xは経理業務を中心に勤務していたところ、平成二五年三月一四日、Y代表者はXに対し、「今月いっぱいで辞めてもらいたい」
と告げてきた。Xはこれを拒否し、同年四月からは有給休暇を取得する旨伝えて出勤しなかったところ、同月四日、Yから「嘱託契約解除
のご通知」がXに届いた。

労働審判期日前の交渉
そこでXが代理人（当職）を選任し、X代理人が労働審判を申し立てた。申立の内容は、①地位確認請求等と共に、②旧経営陣時代の土曜
出勤に時間外手当が全く支給されていなかったことから、この時間外手当六〇万円弱の請求であった。
そうしたところ、Yは代理人を通じて、平成二五年五月一日付けX代理人宛通知書において、①期間途中の解雇には、Xの業務内容がいい
加減であり、何度も注意しても改善がみられないなどの理由があるとしつつ、しかし職場復帰を認めること、ただし、復帰後は警備業務に
従事させること、②時間外手当は旧経営陣時代のXの勤務状況なので判断できないなどと通知してきた。これに対し、Xは、従前の経理業
務に戻すのでなければ職場復帰はできないと回答した。

審理の経過、期日間の交渉
平成二五年六月一七日に第一回期日がおこなわれた。Yからは、すでに解雇は撤回し、Xの職場復帰を認めているにもかかわらず、Xが出
勤しないのであるから、解雇撤回後はXは無断欠勤の状態であるという主張がなされた。

しかし、上記のような経緯も踏まえ、審判体から、解雇は無効であること、Yのいう解雇撤回は、職種や労働条件の違いからして全く新た
な雇用契約の誘因であるに過ぎないこと（そうであるから、Xが出勤しないことは無断欠勤ではないこと）、といった心象が開示された。



これを受けて、同月一九日付けY代理人からX代理人に対するファクスで、Xを従前の職種で職場復帰を認めるという連絡があった。Xも
職場復帰することには前向きであったが、①バックペイの支払いは確保すること、②解雇は無効であって、この間出勤しなかったことにつ
いてXには落ち度がなかったことを職場で確認してもらうこと、③時間外手当も相当程度支払ってもらうこと、という条件があった。
これに対してY代理人は、②については、Xが職場復帰する日の朝礼で、Y代表者が解雇は無効であったことを従業員に説明すること、そ
の場にX代理人が立ち会うことは認めた。しかし、①バックペイについては、全額は認めないという態度を保持し、期日間での和解に向け
た調整はつかなかった。

同年七月二二日に第二回期日が開かれたが、Yからは上記審判体の心象に対する反論はなく、調停での解決に向けた話し合いがおこなわれ
た。Xは、バックペイ全額と請求している時間外手当の約半額である合計九六万円が和解できる下限だとしたのに対し、Yは、バックペイ
は上記六月一九日までとすることにこだわり、五〇万円～七〇万円の支払いでないと調停に応じないということのようであった。
結局調停は成立せず、最終的には、YがXに九五万円を支払え、という審判がくだされた。

審判後の経過
Xは、ほぼ和解の下限として考えていた金額の審判内容であったことから、これには異議を出さないこととした。これに対し、Yも異議を
出さずに九五万円をXに支払うという連絡をY代理人から受けた。
Yが、Xに対する解雇を撤回し、従前の職務に戻ることを認めていることから、審判では地位確認についての判断はなく、本稿作成時点で
はXはYの従業員としての地位を有する前提であるが、上記九五万円の支払い時期には、Xの雇用期間が経過することになるため、これに
より退職となる見込みである（雇い止めを争うことも検討したが、これはおこなわないつもりでいる。）。

コメント
近時、不当な解雇をおこなった使用者に対し、労働者が交渉や法的手続きをとった段階で、使用者が解雇を撤回し、復職を強要する例がし
ばしば見られる。本件では、Xが職場復帰も解決の一つとして考えていたが、そうでない場合には、労働者代理人としてその後の対応に苦
慮することもある。
しかし、本件審判体が、使用者が形式的には解雇を撤回しても、従前の職務や労働条件と異なる職種に戻すことでは法的には解雇の撤回で
なく、新たな雇用契約の誘因に過ぎないこと、またそのような「解雇撤回」後には、労働者が職場復帰をせずとも使用者がバックペイを支
払わない根拠にはならないという態度を明確にしたことは、他の事例の参考になると思われる。


